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平成 30 年第 2 回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合告示第 3 号 

 

 

 平成 30 年第 2 回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

 

  平成 30 年 10 月 15 日 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合長 金丸 一元 

 

 

 

1 期日   平成 30 年 10 月 22 日(金)午後 2 時 15 分 

 

2 場所   山梨県自治会館 1 階 講堂 

 

 

 

 

 

【応招・不応招議員】 

 

応招議員(23 名)  

1 番 深沢健吾 君     3 番 谷垣喜一 君     4 番 深沢敏彦 君 

5 番 西室 衛 君    6 番 清水康雄 君          7 番 中込恵子 君 

8 番 岡野 淳 君      9 番 谷口和男 君         11 番 久嶋成美 君 

12 番 飯島武志 君       13 番 田中輝美 君     14 番 笠井雄一 君 

15 番 望月十四朗 君     16 番 田中一泰 君         18 番 樋口正訓 君 

19 番 三井 猛 君       20 番 佐藤一仁 君     21 番 中村常実 君 

22 番 後藤和雄 君       23 番 高村富三人 君    24 番 三浦直樹 君 

25 番 倉沢鶴義 君     27 番 白木昭一 君 

 
不応招議員(4 名) 

2 番 奥脇和一 君     10 番 武川則幸 君       17 番 望月藤一 君 

26 番 加藤和秀幸 君 
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平成 30 年第 2 回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

 

議事日程(第 1 号) 

平成 30 年 10 月 22 日(金)午後 2 時 15 分開会 

 

1 開会 

2 広域連合長あいさつ 

  日程第 1 議員の議席の指定 

  日程第 2 会議録署名議員の指名 

  日程第 3 会期の決定 

  日程第 4 山梨県後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙について 

日程第 5 山梨県後期高齢者医療広域連合議会運営委員会委員の選任について 

  日程第 6 一般質問 

 日程第 7 承認第 1 号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（山梨県後期 

高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例一部を改 

正する条例） 

 日程第 8 認定第 1 号 平成 29 年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳  

                       出決算の認定について 

日程第 9 認定第 2 号 平成 29 年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

                      特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第10 議案第9号 山梨県後期高齢者医療広域連合保健事業等支援基金条例の制 

定について 

日程第 11 議案第 10 号 平成 30 年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予 

                        算(第 1 号)について 

日程第 12 議案第 11 号 平成 30 年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

特別会計補正予算(第 1 号)ついて 

                                               

本日の会議に付した事件 

日程第 1～日程第 12 まで議事日程に同じ 

                                               

出席議員(23 名) 

1 番 深沢健吾 君     3 番 谷垣喜一 君     4 番 深沢敏彦 君 

5 番 西室 衛 君    6 番 清水康雄 君          7 番 中込恵子 君 

8 番 岡野 淳 君      9 番 谷口和男 君         11 番 久嶋成美 君 

12 番 飯島武志 君       13 番 田中輝美 君     14 番 笠井雄一 君 

15 番 望月十四朗 君     16 番 田中一泰 君         18 番 樋口正訓 君 

19 番 三井 猛 君       20 番 佐藤一仁 君     21 番 中村常実 君 

22 番 後藤和雄 君       23 番 高村富三人 君    24 番 三浦直樹 君 

25 番 倉沢鶴義 君     27 番 白木昭一 君 

                                               

欠席議員(4 名) 

2 番 奥脇和一 君     10 番 武川則幸 君       17 番 望月藤一 君 

26 番 加藤和秀幸 君 

                                               

地方自治法第 121 条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

 広域連合長 金丸一元  君   監査委員 望月敏明 君 
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 事務局長 功刀正 君  事務局次長 芦澤文男 君 

 業務課長 石井源仁 君   会計管理者  小口純枝 君  

 業務課資格管理担当リーダー  霜村直人 君 

  業務課庶務担当リーダー 雨宮正貴 君 

業務課給付担当リーダー 神田晃二 君  

                                               

事務局職員出席者 

 書記長 有賀英敏  書記 古屋真里  書記 石黒圭    

                                               

【開 会】        

開会 午後 2 時 15 分 

 

●議長(谷垣喜一君) ただいまから、平成３０年第２回山梨県後期高齢者医療広域連合

議会定例会を開会いたします。議員定数２７人のうち、本日の出席議員は２３人でござ

います。よって、地方自治法第１１３条の規定による過半数の定足数に達しております

ので、直ちに会議を開きます｡ 

                                                    

【諸般の報告】               

●議長(谷垣喜一君) 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

日程に入ります前に、ご報告申し上げます。２番奥脇和一君、１０番武川則幸君、

１７番望月藤一君、２６番加藤和秀幸君より欠席の届けがありました。 

 次に、地方自治法第２３５条の２第３項及び１９９条第９項の規定に基づく、監査委

員からの例月現金出納検査、並びに定例監査の報告は、お手元に配布のとおりです。 

 議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定により、広域連合長以下、関係職員の

出席を求めました。以上で、諸般の報告を終わります。 

                                               

【広域連合長あいさつ】 

●議長(谷垣喜一君) ここで、金丸広域連合長から発言の申し出がありますので、これ

を許可いたします。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君)金丸広域連合長。 

○広域連合長(金丸一元君) 皆様、こんにちは。平成３０年第２回山梨県後期高齢者医療

広域連合議会定例会が開催されるにあたり、ひとことご挨拶を申し上げます。本日、広域

連合議会の定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、公務ご多

忙の中ご出席を賜り、心より感謝を申し上げます。 

 さて、後期高齢者医療の現状につきましては、医療費や被保険者が年々増加する傾向

にあり、昨年度の山梨県の後期高齢者の医療費は、１，０６６億円余り、前年より約４％

の増加となっており、一人当たりの医療費につきましても、前年より約２％の増加とな

っております。 

また、本年６月に経済財政運営と改革の基本方針２０１８いわゆる骨太方針が閣議決

定され、この中の社会保障の分野では、予防・健康づくりの推進、負担能力に応じた公

平な負担、給付の適正化などが重要課題とされました。今後は、この基本方針を基に具

体的な改革案が出てくると思いますが、各市町村とも緊密に連携・協力しながら、制度

の円滑な運営に、なお一層の努力をしてまいる所存でございます。本日は、平成２９年

度決算の認定案など計６議案を提案させていただいております。 

 何とぞ十分なご審議をいただき、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨
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拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

                                               

【議席の指定】 

●議長(谷垣喜一君) それでは、日程第１「議員の議席の指定」を行います。新たに選

出されました３名の議員について、会議規則第４条第２項の規定により、９番甲斐市選

出谷口和男君、１４番市川三郷町選出笠井雄一君、１８番富士川町選出樋口正訓君の議

席を指定いたします。 

                                               

【会議録署名議員の指名】  

●議長(谷垣喜一君) 次に、日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署

名議員は、会議規則第８０条の規定により、４番深沢敏彦君、１８番樋口正訓君を指名

いたします。 

                                               

【会期について】 

●議長(谷垣喜一君) 次に、日程第３「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日間とすることに、ご異議ございませ

んか。 

『「異議なし」の声』 

●議長(谷垣喜一君) ご異議ありませんので、本定例会の会期は、本日１日間と決定い

たしました。 

                                               

【山梨県後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙について】 

●議長(谷垣喜一君) 次に、日程第４「山梨県後期高齢者医療広域連合議会副議長の選

挙について」を議題といたします。選挙の方法については、指名推選の方法で行いたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

『「異議なし」の声』 

●議長(谷垣喜一君) ご異議ありませんので、副議長の選挙の方法は指名推薦といたし

ました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長において行いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

『「異議なし」の声』 

●議長(谷垣喜一君) ご異議ありませんので、議長において指名することにいたしまし

た。 

 山梨県後期高齢者医療広域連合議会副議長に、三井猛君を指名いたします。ただいま、

指名いたしました三井猛君を、山梨県後期高齢者医療広域連合議会副議長の当選人と定

めることに、ご異議ございませんか。 

『「異議なし」の声』 

●議長(谷垣喜一君) ご異議ありませんので、よって、三井猛君が、山梨県後期高齢者

医療広域連合議会副議長に、当選いたしました。三井猛君が、議場におられますので、

会議規則第３２条第２項の規定により、当選を告知いたします。 

ここで、当選されました、三井猛君よりあいさつを、お願いいたします。 

○副議長(三井猛君) それでは就任にあたりまして一言挨拶申し上げます。ただいま副

議長に就任いたしました昭和町の三井と申します。議長の補佐役として議会が円滑に運

営されますことを目標に頑張っていきますので是非よろしくお願いいたします。また、

広域連合長をはじめ、議員の皆様方にはご指導ご鞭撻をいただくことを心から申し上げ
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まして、簡単ではございますが一言就任のご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

                                               

【山梨県後期高齢者医療広域連合議会運営委員会委員の選任について】 

●議長(谷垣喜一君)  次に、日程第５「山梨県後期高齢者医療広域連合議会運営委員

会委員の選任について」を議題といたします。議会運営委員会委員の選任は、委員会条

例第 4 条の規定により、議長において指名いたします。８番岡野淳君、１５番望月十四

朗君、１６番田中一泰君の３名を指名いたします。 

お諮りいたします。議会運営委員会委員として、ただいま指名いたしました岡野淳君、

望月十四朗君、田中一泰君の３名を選任することに、ご異議ございませんか。 

『「異議なし」の声』 

●議長(谷垣喜一君) ご異議ございませんので、よって、ただいま指名いたしました、

岡野淳君、望月十四朗君、田中一泰君を議会運営委員会委員に選任することに、決定い

たしました。 

                                               

【日程第６ 一般質問】 

●議長(谷垣喜一君) 次に、日程第６「一般質問」を行います。 

 議会の申し合わせ事項のとおり、質問は答弁を含め３０分以内といたします。また、

関連質問は認めません。５番西室衛議員から通告がありますので、発言を許可します。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) ５番西室衛君。 

○５番西室衛君 大月市の西室です。よろしくお願いいたします。議長の許可が下りま

したので、一般質問させていただきます。基準収入額適用申請書を提出しなければ、負

担率の変更ができないということになっております。この申請書を提出するにあたりま

して、添付資料をつけなければいけないということになっております。この提出にあた

りましては市町村の窓口となっておりますので、市町村は被保険者の収入は把握してお

ります。 

 あえて添付資料を付けなくてもわかると思いますし、わざわざ現役並み所得者に対し

まして、申請をするという手間をかけるというのはいかがかなものかなと思います。是

非、該当者につきましての添付書類の処理について国の方に要望していただきたいと思

いますがいかがでしょうか。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) 西室衛議員の一般質問に対する答弁を行います。 

後期高齢者医療制度では、課税所得によって負担割合を判定することとなっておりま

すが、税法上の控除額の関係から実際には収入が少ないにもかかわらず、課税所得が基

準を超えて３割負担となられる方を救済するために収入による判定基準が設けられて

おります。 

現在、広域連合の電算処理システムでは、給与収入・公的年金等以外の収入を把握で

きないため、厚生労働省保険局高齢者医療課長通知により基準収入額適用申請書に確定

申告書の写し等を添付していただいております。  

 今後は、添付書類を省略できるようにするため、電算処理システムの改修について、

国に要望してまいります。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 西室議員。 

○５番西室衛君 答弁ありがとうございます。主旨はわかっているつもりではあります



 

- 6 - 

 

けれども、是非被保険者に寄り添った制度にしていただきたいと思いますので、わざわ

ざ申請しなくても良いという制度にしていただければ３割負担をしなくても良いとい

う現状になりますので、その点よろしくお願いいたします。 

●議長(谷垣喜一君) 以上で一般質問を終わります。 

                                               

【日程第７ 承認第１号】 

●議長(谷垣喜一君) 次に日程第７、承認第１号「専決処分の報告及び承認を求めるこ

とについて（山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例）」を議題といたします。本件について説明を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) まず承認第１号、専決処分の報告及び承認を求めることについ

てであります。地方自治法第１７９条第１項の規定により、山梨県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、専決処分をいたしま

したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものであります。内容

につきましては、石井業務課長よりご説明申し上げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 石井業務課長。 

○業務課長(石井源仁君) それでは承認第１号、条例改正の詳細について、ご説明いた

します。別冊の資料１、条例説明書の１ページをご覧ください。要旨につきましては、

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成３０年政令第２１０号）が平成３０年

７月１３日に公布され、平成３０年８月１日から施行されるため、所要の改正を行った

ものであります。 

次に、内容ですが、所得の少ない者に係る保険料の減額という見出しの、第１３条第

１項第１号の２中、「令第１５条第１項第４号」を「令第１５条第１項第６号」に改め

る、というものであります。 

次に、新旧対照表でありますが、資料の３ページをご覧いただきたいと思います。３

ページの４行上の行にアンダーラインが入っております。旧は向かって右、新は左にあ

ります。 

以上が、承認第１号の専決処分した「山梨県後期高齢者医療広域連合条例第４号」、

「山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」

についてであります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●議長(谷垣喜一君) 事務局の説明が終わりました。ただいまから、承認第１号の質疑

を行います。質疑はございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入りま

す。討論はございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 お諮りいたします。承認第１号、「専決処分の報告及び承認を求めることについて（山

梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例）」は、

原案のとおり承認することに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

●議長(谷垣喜一君) 挙手全員でございます。よって承認第１号は、原案のとおり承認

することに決定いたしました。 

                                               

【日程第 8 認定第１号】 

●議長(谷垣喜一君) 次に日程第８、認定第１号「平成２９年度山梨県後期高齢者医療

広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について」及び、日程第９、認定第２号「平成２

９年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題といたします。 
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 審議に先立ち、監査委員から、認定第１号、及び第２号についての、決算審査結果に

ついて、意見書の報告を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 監査委員、望月敏明君。 

○監査委員(望月敏明君) 監査委員の望月でございます。平成２９年度決算審査の結果

について報告を致します。審査は、平成３０年８月２１日午後１時３０分より広域連合

事務室において、私と望月監査委員の両名で行いました。審査にあたっては、地方自治

法第２３３条第２項の規定により、広域連合長から提出されました、歳入歳出決算書、 

歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が、それぞれ関係

法令に準拠して作成されているか、決算の計数に誤りがないか、予算は適正かつ効率的

に執行されているかなどに主眼をおき、関係諸帳簿及び諸書類と照合しながら実施した

ところでございます。 

審査に付された歳入歳出決算書及び証書類その他政令で定める書類は、いずれも関係

法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、

正確であると認められました。 

また、予算は適切かつ効率的に執行されているものと認められました。意見としまし

ては、次のとおり提出をいたしました。 

お手元の決算審査意見書の最終８ページにございますが、一般会計及び後期高齢者医

療特別会計の事務費の財源については、その多くが市町村からの負担金によるものであ

るため、市町村の負担軽減を図る意味でも、引き続き経常経費の節減に取り組まれたい。 

一方で、毎年増加の一途をたどっている高齢者の医療費については、被保険者数の増

加により、平成２９年度の一人当たり医療費は２．０％の増となっている。また高齢化、

医療の高度化が進み、医療費の増加傾向は続いている。 

平成３０年２月の厚生労働省の調剤医療費の動向における都道府県別後発医薬品割

合によると、山梨県は１７年度９月時点で６３．６％の全国４６位となっており、後発

薬の使用が進んでいない。厚生労働省の「後発薬普及への重点地域指定」として山梨県

が候補に挙がっているとみられ、ジェネリック医薬品の使用促進など医療費の適正化や

健康増進事業等を市町村と連携しながら継続していくことにより、その抑制に努められ

たい。また、負担区分の変更等で生じた医療費の返納金については、公平・公正性を保

つ意味でも更なる取組み強化を図られたい。 

 今年４月の財務省の財政制度等審議会では、後期高齢者の医療費を少子化の進む中、

増え続ける医療費抑制のため、医療費の急増が予想される２０２２年ごろまでに、自己

負担額を１割から２割に引き上げるよう提案をしている。政府は、２０１９年１０月に

予定している消費税率１０％への引き上げを考慮し、２０１９年度は行わず２０２０年

度以降に先送りする方向で調整に入っていることから、国や県、市町村との連携を深め、

社会情勢や医療費の動向を注視する中で後期高齢者に対する適切な医療給付を行うと

共に、適正かつ効率的な予算執行に一層努力されたい。 

 以上の意見を提出いたしました。 

●議長(谷垣喜一君)  監査委員の監査結果の報告が終わりました。ただいまから、認

定第１号「平成２９年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」事務局に、説明を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) 認定第１号、平成２９年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般

会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、地方自治法第２３３条第３項の規定に
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より、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。内容につきまして

は、芦澤事務局次長よりご説明申し上げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 芦澤事務局次長。 

○事務局次長(芦澤文男君) それでは一般会計歳入歳出決算の認定について、概要をご

説明いたします。お手元の資料２「歳入歳出決算書」の６～７ページをお開きください。

「歳入歳出決算」の詳細を「事項別明細書」により、主な歳入・歳出についてご説明を

いたします。 

それではまず、歳入につきましては、それぞれの調定額と収入済額は、同額となって

おります。１款「分担金及び負担金」は、４億７，２５３万３，１７４円の収入となっ

ております。内容といたしましては、事務費共通経費負担金として、構成２７市町村か

ら４億７，１６２万円、広域連合専用のシステム端末の追加設備分として９市町村から

９１万３，１７４円の収入となっております。４款「財産収入」７，４３７円につきま

しては、財政調整基金の利息分であります。５款「繰入金」６８２万５千円は、内部情

報系システム導入・構築のため、財政調整基金よりの繰入金であります。６款「繰越金」

２，５８７万２，６６２円は、前年度からの繰越金であります。７款「諸収入」の主な

歳入は、普通預金利子の３万１，１３４円であります。 

以上、歳入合計につきましては、予算現額５億５２５万３千円に対しまして、調定額・

収入済額ともに、５億５２７万２，６２７円となっております。 

次に、歳出についてご説明をいたします。８～９ページをお開きください。１款「議

会費」は、１０８万９，２５６円となっております。平成２９年度は、定例会を２回開

催し、主な支出は、議員２７名の報酬であります。次に、２款「総務費」１項「総務管

理費」１目「一般管理費」の支出は、１億６，６０９万３，０３７円となっております。 

この、「一般管理費」につきましては、主な節で、ご説明をいたします。 

なお、備考欄には、主な内容が記載されておりますので、ご参照をお願いいたします。 

３節「職員手当等」５２９万４７３円は、派遣職員１７名の通勤手当に３６６万１，６

００円、同じく派遣職員１３名の超過勤務手当に１４１万３５３円を支出しております。

１１節「需用費」１７２万２，６４５円は、事務用品などの消耗品に７１万５，２５１

円、事務所の電気料に８２万６，４９６円を支出しております。１２節「役務費」５８

万２，６５３円は、通信運搬費として、３９万３，３４８円、公用車２台の自動車損害

保険料に４万８，０００円を支出しております。１３節「委託料」１，２７９万５，６

７１円は、財務会計システム及びグループウェア委託料に１，１５０万５９６円、条例

等整備委託料に８５万３，２００円、公会計システム委託料に４０万２，８４０円を支

出しております。１４節「使用料及び賃借料」１，１６３万５，０８１円は、車輛借上

料に５１万８０７円、内部情報系パソコン及びサーバリース料に３８４万９，８７４円、

広域連合事務所等不動産借上に５５４万１，６００円、会場借上料などに１７３万２，

８００円を支出しております。１８節「備品購入費」３７万６，０５６円は、シュレッ

ダー等の購入費であります。１９節「負担金、補助及び交付金」１億３，３３６万９，

３７８円は、広域連合の派遣職員２０名の 給与等を、派遣元の市町村に支出しており

ます。次に、３項「監査委員費」２６万５２４円につきましては、監査委員２名の報酬

及び費用弁償であります。 

続きまして、１０ページをお開きください。３款「民生費」２億７，８１９万４，４

１６円は、共通経費分として特別会計へ繰出しております。共通経費の内容であります

が、電算システム委託料、国保連合会への療養費審査支払手数料や被保険者への医療費

通知の通信費などであります。４款「諸支出金」１項「基金費」１目「財政調整基金費」

の支出済額は、３，８５３万４３７円となっております。この支出は、財政調整基金へ
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の積立金です。５款「予備費」は使用しておりません。 

以上、歳出合計につきましては、予算現額５億５２５万３千円に対し、支出済額４億

８，４１６万７，６７０円、不要額２，１０８万５，３３０円となっております。以上

が、事項別明細書による説明でございます。 

引き続きまして、一般会計の「実質収支に関する調書」であります。１２ページをお

開きください。歳入総額５億５２７万３千円、歳出総額４億８，４１６万８千円、歳入

歳出差引額 ２，１１０万５千円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支

額は、２，１１０万５千円となっております。 

以上が、平成２９年度「山梨県後期高齢者医療広域連合」一般会計歳入・歳出決算の

内容であります。 

引き続き、３１ページからの財産に関する調書の説明をさせていただきます。内容に

つきましては、３２～３３ページをお開きください。１、公有財産はありません。２、

物品につきましては、レセプト保管用平行移動書庫一式及び公会計システムとなってお

ります。３、債権はありません。４、基金でありますが、（１）の財政調整基金は、前

年度末現在高９，４２３万２千円、決算年度中増減高は３，１７０万５千円の増、決算

年度末現在高１億２，５９３万７千円となっております。（２）給付基金は、前年度末

残高１８億９２０万３千円、決算年度中増減高は、１４万４千円の増、決算年度末現在

高１８億９３４万７千円となっております。 

以上が、「財産に関する調書」であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●議長(谷垣喜一君) 事務局の説明が、終わりました。ただいまから、認定第１号の質

疑を行います。質疑ございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入りま

す。討論は、ございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。認定第１号「平成２９年度山梨県後期高齢者

医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定することに、

賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員でございます。よって、よって「認定第１号」

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。 

                                               

【日程第 9 認定第 2 号】 

●議長(谷垣喜一君) 次に、日程第９、認定第２号「平成２９年度山梨県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」事務局に、説明を求

めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) 認定第２号、平成２９年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

 内容につきましては、石井業務課長よりご説明申し上げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 石井業務課長。 

○業務課長(石井源仁君)  それでは引き続きまして、特別会計を資料２決算書の事項

別明細書１８、１９ページから説明させていただきます。歳入については、節において

収入済額が１億円を超える所を主に説明します。なお、２２ページまでは調定額と収入

済額が同額になっておりますので収入済額のみで説明します。備考欄に節の主な内容を

記載してあります、ご参照ください。１款「市町村支出金」１項「市町村負担金」は、

医療の給付に係る市町村の負担金です。１目・１節「保険料等負担金」でございますが、

６５億２０７５万２，４４２円は、各市町村で収納した保険料相当額です。２目「療養
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給付費負担金」・１節「現年度分」７７億９，２５１万６，８８０円は、療養給付費の

１／１２にあたる市町村が負担すべき定率負担分です。３目・１節「保険基盤安定負担

金」２０億４，３３６万９，１８０円は、保険料の均等割軽減の７割軽減分まで、被扶

養者についてはの５割軽減分までの財源であります。つまり都道府県３／４、市町村１

／４と負担割合が入っています。都道府県の負担が１５億３，２５２万６，８８５円、

市町村が５億１，０８４万２，２９５円と併せて負担することになっています。 

続きまして２款「国庫支出金」は、医療の給付に係る国の負担金と補助金です。１目

「療養給付費負担金」・１節「現年度分」２４４億２，２３８万２，６４９円は、国が

負担すべき定率負担分で、療養給付費の３／１２に相当する額になります。２目「高額

医療費負担金」・１節「現年度分」３億７，６６６万９，７９９円は、高額な医療費の

発生による広域連合の財政リスクを緩和し、財政の安定化を図るため、レセプト１件当

たり８０万円を超える医療費のうち保険料と調整交付金に係る部分の１／４を国が負

担するものです。１９ページになります。１目・１節調整交付金９１億１，２９１万円

は、各広域連合間の財政力不均衡を調整するもので、医療給付費の概ね１／１２を交付

されます。そのうち８９億９．２１０万６千円が普通調整交付金、残りの１億２，０８

０万４千円が特別調整交付金となっています。２目「後期高齢者医療制度事業費補助金」

は、各種事業に対する補助金となります。１節「健康診査事業は健康診査補助基準額」

の１/３以内で補助をするためのものでございます。２節「医療費適正化等推進事業補

助金事業」は重複頻回受診者等への訪問指導強化、後発医薬品の使用促進等の普及啓発

の強化及び懇話会の開催に係るものでございます。３節「特別高額医療費共同事業」は

レセプト１件あたり４００万円をこえる著しく高額な医療費について、２００万円を超

える部分を対象に全国の広域連合で負担し合う事業の拠出金に対するものでございま

す。 

３目・１節「円滑運営臨時特例交付金」５億４，４５４万６，２６２円は、保険料軽

減に係る財源として、低所得者の２割部分及び被扶養者に、特別対策として補填される

ものです。４目「後期高齢者医療災害臨時特例補助金」１節「現年度分」は、東日本大

震災で避難してきた後期高齢者に対して、一部負担金の免除と保険料減額に対して国か

ら補助金が交付されるものでございます。 

３款「県支出金」は、医療の給付に係る県の負担金と補助金等であります。予算現額

８２億３，７０６万１千円、収入済額８１憶７，２６７万３，０３１円。１項県負担金

８１憶３，８４４万３，０３１円で１目療養給付費負担金１節現年度分７７億６，１７

７万３，２３２円は療養給付費の１/１２にあたり、県が負担すべき軽率負担金であり

ます。 

２０ページに入らせていただきます。２目「高額医療費負担金」、１節「現年度分」

３億７，６６６万９，７９９円は、高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクを

緩和し、財政の安定化を図るため、レセプト１件当たり８０万円を超える医療費のうち

保険料と調整交付金に係る部分の１／４を国と同様に県が負担するものです。２項財政

安定化基金支出金１目１節財政安定化基金交付金は、保険料が予定された収納率を下回

ったこと又、予想以上に給付費が膨らんだことで財源不足を補うために県に設置されて

おります。３項「県補助金」１目「後期高齢者医療保険事業補助金」１節「健康診査事

業補助金」は健康診査事業のうち国が定めた補助基準額の１/３を国と同様に県から補

助されるものであります。 

４款に入ります。支払基金交付金、１項１目「支払基金交付金」は現役世代からの支

援金で、給付費用の４／１０相当額にあたります。この交付金は、全国の各医療保険者

から集めた現役世代負担分を各都道府県の医療費に基づき、支払基金が広域連合に交付

するもので、予算現額３９９億１７９万１千円。１節「現年度分」も収入済額４０１億
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４，３４６万３，３３４円で、備考欄にもありますが、前年度分返還額４億６，９０９

万６６６円を相殺してあります。 

５款に入ります。特別高額医療費共同事業交付金は、一件４００万円を超える高額な

レセプトのうち、２００万円を超えるものについて全国の広域連合で負担し合うもので、

各都道府県で応じ交付されるものです。なお対象となる件数は４７件でした。 

２１ページに入ります。６款「財産収入」は後期高齢者医療給付基金の運用費でござ

います。７款「繰入金」は、一般会計と各基金からの繰入金であり、予算現額５億４，

９２１万９千円、１項１目「一般会計繰入金」１節「事務費繰入金」収入済額が２億７，

８１９万４，４１６円。これは市町村からの事務経費の負担金となっており、一般会計

に入れたものを特別会計に繰り出します。２項「基金繰入金」２目１節「後期高齢者医

療給付基金繰入金」は、保険料で充てるべき後期高齢者医療給付に要する費用等の財源

に充てる場合に限りできる基金の繰入でございます。 

８款「繰越金」１項１目１節「予算現額」２５億６９６万２千円、収入済額２５億６

９６万１，８９６円は平成２８年度繰越金です。なお備考欄にはございますが、備考欄

のとおり平成２８年度に概算で交付された国・県等返還額分２０億５，７５７万１，８

８０円が含まれております。 

 つぎに９款県財政安定化基金繰入金、これは１項１目１節同じでございますが、保険

料が予定した収納率を下回ったこと、予想以上に給付費が増加したこと等で生ずる財源

不足を補うために県に設置されております。 

２２ページをお開きください。ここで調停済額と収入済額が食い違ってまいりますが、

１０款「諸収入」は、延滞金、加算金及び過料、それから預金利子、雑入でございます。

予算現額１億４，０４２万８千円、調停額１億８，６５４万５，９８４円、収入済額１

億７，７５３万１，４６３円、３項雑入の１億７，６６３万９２６円。１目１節「第三

者納付金」１億６，８２６万１，４２３円は、交通事故等の第三者行為に係る医療費に

ついての加害者からの納付金です。件数は１，１３６件ございました。２目「返納金」

は所得の構成等で負担等が変更になった方から、高額医療費、医療給付費を返還してい

ただくものです。なお過年度分は調定額から収入済額と不納欠損額を引いたものが収入

未済額となっております。未納者に対しては再度文章を送り、納付してくれるようお願

いしております。またそれでもということで臨戸訪問により、直接納付をお願いし、一

括納付が困難な場合には分納誓約をしていただくなどのお願いをしております。 

２３ページになります。歳入合計は、予算現額１，０１５億３，６９８万２千円、調

定額１，０２１億４，４６９万５，８７６円、収入済額１，０２１億３，５６８万１，

３５５円、不能欠損額２６２万２，６７８円、収入未済額が６３９万１，８４３円とな

ってございます。 

次に２４ページの歳出に入らせていただきます。歳出については、節において支出済

額が１億円を超える所を主に説明します。備考欄に節の主な支出項目を記載してありま

すので、ご参照いただきたいと思います。１款「総務費」１項「総務管理費」１目「一

般管理費」は、運営に係る事務的経費であり、予算現額３億３，３４８万４千円。支出

済額３億１，６１３万３，４１６円。大きなところでは１３節の委託料となっておりま

す。１番大きなものが国保連合会への委託料で９，６９７万５，７１９円、その他数千

万を超える委託が備考欄の通りございます。 

１４節につきましては、２５ページになります。機器使用料２款「保険給付費」は、

被保険者に対する医療費等で、給付費用になります。審査支払手数料以外は１９節「負

担金補助及び交付金」です。予算現額９８９憶７，１２６万３千円、支出済額９８５億

８，０５９万２，９１９円。１項「療養諸費」９４２億５，６８９万８，３１９円。１

目「療養給付費」９２５億５，８４８万９８２円は、入院、外来、歯科等の給付費です。
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２目「訪問看護療養費」３億９，０９０万２，３９０円の件数５，５４３件です。３目

「特別療養費は」資格書の方からの請求により給付するものでございます。４目「移送

費」は治療を受けるために病院または診療所に移送された時の費用でございます。５目

「審査支払手数料」２億６，２１８万９，０５０円は、国保連合会に委託している審査

支払に係る費用です。１件７５円で、件数３４９万５，８５４件ございました。６目「療

養費」１０億４，５２３万７，０１７円は、補装具、柔道整復等の給付です。支払件数

は、７万２，１６６件です。 

２６ページをなります。２項「高額療養諸費」３９億４，８８９万４，６００円で、

１目「高額療養費」３８億５，７３０万３，７１３円は、窓口で支払う自己負担分が所

得に応じて定められた自己負担限度額を超えたものについて給付するもので、２１万８，

８４７件ございました。２目「高額介護合算療養費」は後期高齢者医療制度と介護保険

制度の両方に係っている一部負担金が一定の負担額を超えたものについて支払ってい

るもので、支払件数は７，６５１件ございました。３項「その他医療給付費」・1 目「葬

祭費」３億７，４８０万円は、被保険者の死亡に対し、葬祭を行う者に、葬祭費として

５万円を給付するものです。給付件数は、７，４９６件です。４款「特別高額医療費共

同事業拠出金」１件当たり４００万円を超える著しく高額なレセプトが対象で２００万

円を超える部分について全国の広域連合で負担し合うための拠出金であります。５款

「保険事業費」１項「健康保持増進事業費」は高齢者の医療の確保に関する法律に、後

期高齢者医療広域連合においては健康教育、健康相談、健康診査等の健康の保持増進の

ための事業を行うために努めなければならないと規定されております。この規定に基づ

き実施した健診等の費用が主な内容となっています。予算現額１億２，３８３万６千円、

支出済額１憶１，６９２万８千円でございます。１目「健康診査費」は市町村が実施し

た健康診査事業の補助金になります。全２７市町村で健康診査受診者は２万１，２７３

人です。国が１，６３０万２，０００円、県３，４２３万円、特別調整交付金で１，７

９２万８千円措置されております。２目「その他健康保持増進費」は健康増進事業の奉

仕者で西桂の福祉健康ボランティア祭りで広域連合が取材し、みんなで考えようおいし

く食べるというタイトルで講演をしていただいたもので、それに対する費用でございま

す。人間ドック等健康診査事業、小菅村で実施した健康づくり教室での費用を補助した

ものでございます。 

２７ページになります。６款「基金積立金」１項２目「後期高齢者医療給付基金積立

金」２５節「積立金」は、これから保険料で充てるべき後期高齢者医療給付に要する費

用はの等の財源確保のための積立ですが、４万６千円予備費の充用をしております。８

款諸支出金１項「償還金及び還付加算金」は、国・県への償還等の支出金と保険料を還

付するときの加算金であります。予算現額２０億８，９０８万９千円、支出済額２０億

８，４３３万８，６４０円です。１目「保険料還付金」、市町村への還付金でございま

す。２目「償還金」、２０億５，７５７万１，８８０円が療養給付費等の精算に伴う返

還金で国庫支出金分１８億４８８万５，２３３円、県支出金分２億５，２６８万２，３

５４円となってございます。 

２８ページに入ります。予備費は、不測の事態に対応するための予備的経費で、６款・

1項「基金積立金」２目「後期高齢者医療給付基金積立金」へ４万６千円予備費から充

用をしております。歳出合計の予算現額１，０１５億３，６９８万２千円、支出済額１，

０１１億１，６４５万８，２６４円、不用額４億２，０５２万３，７３６円です。 

 実質収支に係る調書が２９ページにございますが、３０ページをお開きいただきます

と歳入合計の歳入済額から歳出合計の支出済額を引いて出た差引額が１０億１，９２２

万３，０９１円。実質調書の収支については千円単位となっております。翌年度へ繰り

越すべき財源がないため、差引額が実質収支額になります。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

●議長(谷垣喜一君)  事務局の説明が、終わりました。ただいまから、認定第２号の

質疑を行います。質疑ございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入り

ます。討論は、ございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。認定第２号「平成２９年度山梨県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり

認定することに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員でございます。よって、「認

定第２号」は、原案のとおり認定することに決定いたしました。 

●議長(谷垣喜一君) ここで、暫時休憩いたします。開会は午後３時３５分を予定いた

します。 

休憩 午後３時２８分 

再開 午後３時３５分 

                                               

【日程第 10 議案第 9 号】 

●議長(谷垣喜一君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に日程第１０、議案第９号「山梨県後期高齢者医療広域連合保健事業等支援基金条

例の制定について」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君)  議案第９号、山梨県後期高齢者医療広域連合保健事業等支援

基金条例についてであります。被保険者の健康の保持増進を目的とした保健事業等に要

する費用に充てる基金について、条例を定める必要がありますので、この条例案を提出

するものであります。内容につきましては、石井業務課長よりご説明申し上げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 石井業務課長。 

○業務課長(石井源仁君)  それでは資料１の条例説明書５、６ページをご覧ください。

まず、この基金の設置のきっかけを説明します。厚生労働省保健局高齢者医療課からの

メールで、長寿・健康増進事業の人間ドックへの助成が平成３３から助成廃止となる通

知が来ました。それがきっかけで各市町村の事業への取り組みも助成が廃止という中、

どのような形で続けられるか、または続ける方法等も検討する中、これからも実施して

いけるために財源を確保しようと財源の確保元はどこかといいますと、保険者インセン

ティブという特別調整交付金を財源とした基金を設置することに至りました。保険者イ

ンセンティブとは、平成２８年度から個人や保険者の取り組みを促す、医療費適正化、

予防・健康づくり等の保健事業の取り組みを支援する仕組みとして、取り組みをポイン

ト化し、特別調整交付金として国が交付するものです。取り組み例としては、生活習慣

病を中心とした疾病予防（がんを含みます）、合併症予防を含む重症化予防、後発医薬

品の使用や適切な受療行動、介護予防等を目指すもの等です。そのための基金条例を新

しく作ろうということでございます。 

高齢者の医療の確保に関する法律、昭和５７年法律第８０号に基づく被保険者の健康

の保持増進を目的とした保健事業等の費用に充てるために、基金を設置するというもの

がございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

●議長(谷垣喜一君)  事務局の説明が、終わりました。ただいまから、議案第９号の

質疑を行います。質疑ございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入り

ます。討論は、ございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。議案第９号「山梨県後期高齢者医療広域連合
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保健事業等支援基金条例の制定について」は、原案のとおり認定することに、賛成の諸

君の挙手を求めます。挙手全員でございます。よって、「議案第９号」は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

 

                                               

【日程第 11 議案第 10 号】 

●議長(谷垣喜一君) 次に日程第１１、議案第１０号「平成３０年度山梨県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算(第１号)について」を議題といたします。事務局より

説明を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) 議案第１０号、平成３０年度山梨県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第１号）についてであります。補正予算額は２,１１０万３千円の追

加であります。内容につきましては、芦澤次長よりご説明申し上げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 芦澤事務局次長。 

○事務局次長(芦澤文男君)  それでは、概要についてご説明いたします。平成３０年

度一般会計歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，１１０万３千円を増額し、そ

れぞれ６億１６６万８千円とするものです。 

お手元の資料４「補正予算説明」の６ペ－ジをお開きください。歳入、４「款繰越金」

1 項「繰越金」1 目「繰越金」を２,１１０万３千円増額し、２，１１０万４千円とする

ものです。これは、平成２９年度の決算による剰余金が２，１１０万４千円となるため、

これを予算に反映したものです。 

次に歳出についてご説明いたします。８ページをお開きください。３款「民生費」１

項「社会福祉費」１目「老人福祉費」を３８４万４千円減額し、４億１，０２９万円と

するものです。これは、国からの補助金の交付による特別会計への事務費繰出し金の減

額であります。４款「諸支出金」１項「基金費」１目「財政調整基金費」を２，４９４

万７千円増額し、２，４９４万９千円とするものです。これは、地方財政法の規定によ

り、前年度の剰余金を積み立てるものであります。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●議長(谷垣喜一君)  事務局の説明が、終わりました。ただいまから、議案第１０号

の質疑を行います。質疑ございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入

ります。討論は、ございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。議案第１０号「平成３０年度山梨県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算(第１号)」は、原案のとおり認定することに、賛成の

諸君の挙手を求めます。挙手全員でございます。よって、「議案第１０号」は、原案の

とおり可決することに決定いたしました。 

                                               

【日程第 12 議案第 11 号】 

●議長(谷垣喜一君) 次に日程第１２、議案第１１号「平成３０年度山梨県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号)ついて」を議題といたします。

事務局より説明を求めます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 功刀事務局長。 

○事務局長(功刀正君) 議案第１１号、平成３０年度山梨県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてであります。補正予算額は１１億２
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６５万１千円の追加であります。内容につきましては、石井業務課長よりご説明申し上

げます。 

『「はい、議長」と呼ぶ者あり』 

●議長(谷垣喜一君) 石井業務課長。 

○業務課長(石井源仁君) 資料４の１６、１７ページをお開きいただきたいと思います。

上から説明の欄に過年度分とございますが、こちらがあるところは精算によって額が固

まったというものと、二つ目の国庫補助金の円滑運営事業費補助金については電算処理

システムの機器更改事業の補助金の内示額がございましたので、補正で追加させていた

だきました。現年度分でという説明のところ下から一つの４款「支払基金交付金」のと

ころですが、これは精算額を現年度分で精算したために現年度分の予算をマイナスさせ

ていただいて、相殺をさせていただきました。一番下の６款の「財産収入」につきまし

ては、先ほどの新設基金の運用利子を補正予算で計上させていただきました。 

 １８ページに移らさせていただきます。先ほど国庫補助金で内示額がございましたと

いう説明をさせていただきましたが、もともと事務費繰入金で財源を充てていたものを、

内示額の分だけ減額させていただきました。２項「基金繰入金」、「後期高齢者医療給付

基金繰入金」につきましては、保険給付費の財源不足のために繰入をいたしました。繰

越金につきましては先ほどの決算認定の際の繰越額による補正でございます。 

 次に２０ぺージ歳出をご覧ください。２１ページの説明欄に財源更正とあります。こ

れにつきましては額の確定等によって、財源を更正せざるを得ない。一つ上の事業につ

いては、機器更改事業の内示額のぶんでございます。そして財源更正という部分の補正

額０のところが２２、２３ページにございます。 

 ２４，２５ページをお開きいただきたいと思います。２段目の５款「基金積立金」１

項「基金積立金」２目「保険事業等支援基金積立金」でございます。先ほど新設させて

いただきました基金に、３，２２４万４千円の積立金をし財源を確保するという補正で

ございます。一番下の欄の７款諸支出金の１項「償還金及び還付加算金」２目「償還金」

でございますが、これは国県等の清算による返還金でございますが、今回の場合には国

庫支出金の返還金の分でございます。１０億７，０４０万７千円という数字でございま

す。２６、２７ページにつきましても補正額は０でありますが、さきほどの償還金のと

ころの財源更正がされております。繰越金を充てる部分と繰入金を充てる部分。以上が

補正の内容でございます。 

●議長(谷垣喜一君)  事務局の説明が、終わりました。ただいまから、議案第１１号

の質疑を行います。質疑ございませんか。無いようですので、質疑を終結し、討論に入

ります。討論は、ございませんか。無いようですので、討論を終結し、採決いたします。 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。議案第１１号「平成３０年度山梨県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者特別会計補正予算(第１号)」は、原案のとおり可決すること

に、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員でございます。よって、「議案第１１号」

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。 

                                               

【条項、字句等の整理】 

●議長(谷垣喜一君) お諮りいたします。本定例会において議決されました各案件につ

いて、その条項、字句、その他 整理を要するものについては、議会会議規則第 43 条

の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに、ご異議ございませ

んか。 

『「異議なし」の声あり』 

●議長(谷垣喜一君) 異議なしと認めます。よって、本定例会において議決されました、

各案件の整理については、これを議長に委任することに決定いたしました。 



 

- 16 - 

 

 以上を持って、本定例会に付されました議案の審査は、すべて終了いたしましたので 

会議を閉じます。 

                                               

【閉会】 

●議長(谷垣喜一君)ここで、閉会に当たり一言申し上げます。 

 山梨県後期高齢者医療広域連合の定例会も、議員各位、並びに当局のご協力をいただ

き、全日程を無事終了することができました。心より感謝申し上げます。以上をもちま

して、平成 30 年第 2 回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会といたします。

ご苦労さまでした。 

＜書 記＞ 

ご起立下さい。 

相互に礼。（お疲れ様でした。） 

 

 

閉会 午後 3 時 57 分 
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